


要 会費 のお願い
年度の宅建協会及び 証協会の会費 につきまして、 の り 案 し上 ます。

会費の 方 は一 の （分 不 ）となっておりますので、 注意く さい。
年 月 日に会員 を する会員（ 会員・ 会員）に 用されます。

年度途 に 会される場合の分 も いませ ので、 了 く さい。

宅建協会会費：年額 円 証協会会費：年額 円
一 の （分 不 ） 期限：令和 年 月 日

のとおり 定講 会を開催します。 定講 会は宅 建物取引 証 期限の 月前から 講ができ
ます。講 会対 者には 講 込の 案 を しております。 、 定講 の実施 として、
も実施していますので、 講を し込まれる際は必ず、広 宅建協会を 認して間違いないようお 込く
さい。なお、当協会の 講メリ トとして、講 会の 講日に宅 建物取引 証を する（ 日 ）があ
ります。

講 日 期 間 講 会 場

第３回 （金） （月）～ （金） 広 不動産会 （広 会場）

期間を た場合の は宅 建物取引 証の 行が後日となる 性があります。
【講 会 込に必要なもの】

① 講料（ 金） 円
② （認 ） （おつりの ないように）
③ 手 料（ 金） 円 ー （ ）

お 込の前に宅 建物取引 証の 事項の 更をしてく さい
宅 建物取引 として に されている方は、 をしている 項 に 更があった には、
なく住所 を管 する建設事務所に の 更を しなけれ なりませ 。住所 更の をし

ていない方は案 が かないこともあります。
①氏名（ 本） ②住所（住 本又は の ）
③本 （ 本） 業務に従事する宅建業者に する事項

（ ） は 類です。また①については、 え も必要です。
なお、 の方は住 本が 類として必要となります。

（ 社）広 宅建協会からのお らせ

（ 社）広 宅 建物取引業協会 ：
お問い合わせ  
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（ ） は 類です。また①については、 え も必要です。
なお、 の方は住 本が 類として必要となります。

（ 社）広 宅建協会からのお らせ

（ 社）広 宅 建物取引業協会 ：
お問い合わせ  

令和 年度 定 会開催の 案
令和２年度 定 会 が のとおり開催されます。 については、議案 等とともに って 案 させて

いた きます。 のこととは ますが、お り合わせのうえ いた きますよう 案 し上 ま
す。また、議案 等と せて委 を しますので、 会の を円 にするため、 の 無にかかわらず
返 く さいますようお願い し上 ます。

日 ：令和 年 月 日（水）
後 ～ 後 分

場所：メ パ 広 の間

電 でお越しいた く場合
・ 広 （ ・ ）から 電 で 分
広電宮 行 行
いずれも 電 １分

・広 から 電 で 分 広電 広 行
電 １分

宅建協会 広告を レ で します
当協会の の一 として、令和 年 月 日より広 レ で の ス リ という の で、
年間 水 日の 前 分から 前 分の で、 レ （ 間 本）を すること

となりましたので、会員の に 案 いたします。
の れは の りになります。
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宅 建物取引 証における 使用の取扱いについて
宅 建物取引業 の ・ 用の考え方（ 成 年 動 第 ）について のように を行い、
令和 年 月 日から施行されます。 宅連から の がありましたので 案 いたします。

１ 宅 建物取引業 の ・ 用の考え方 の 点

宅 建物取引 証の 事項（宅 建物取引業 施行規則（ 和 年建設 令第 。）第 条の ）
のうち、宅 建物取引 の氏名について、従 その氏名は 上の氏名とされていたが、 令和 年の
方からの提案等に する対 方 （令和 年 月 日 議 定）等を まえ、 使用を する

者に対しては、宅 建物取引 証に を することが 当と される 、宅 建物取引業 の ・
用の考え方に所要の を行う。

第 条の２
宅 建物取引 証における 使用の取扱いについて（規則第 条の ）

宅 建物取引 証の 事項のうち、宅 建物取引 の氏名における 使用については、 使用
を する者に対しては、宅 建物取引 証に を することが 当と される。
この場合、 が された宅 建物取引 証の を けた日 、 の 名 等の業務にお

いて を使用してよいこととする。
た し、業務の 及び取引の相手方等の 認を けるため、 意 に と を使い分けること

は、 に きこととする。

不 動 産 実 務 セ ー
について にて動画

宅連では不動産取引実務に のある などについて、 しく 説する 不動産実務セ ー
を にて動画 しております。宅建協会会員宅建業者に従事する方は無料で できます。

（ ） に う不動産取引実務上の 意点
第 （ ） に ント

講師： 合 事務所 太郎 氏
第 に対 した 宅連 契約 の 説

講師： 合 事務所 太郎 氏
第 に対 した 宅連賃貸借契約 の 説

講師： 貴 事務所 貴 氏
しくは、 宅連 の 不動産実務セ ー 案 設 ー 、または 宅 証 研修動画

トからセ ー ー にア セスして講 動画を く さい。

（ 宅連ト 育成の取 不動産実務セ ー 令和 年度不動産実務セ ー）
（ ト 用 ン ・パス ー が必要です）

宅連・ 宅 証からのお らせ

ー ・ ト
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（一社） 賃貸不動産管理業協会広 支部
会 員 研 修 会 開 催 報 告

令和 年 月 日（金） 後 分～
広 不動産会 研修 ー

社

賃貸住宅管理業者 制度について
講師： 方 建 部 画・建設産業
賃貸住宅管理業 長 氏

に う管理業者の対
講師：（一社） 賃貸不動産管理業協会
会 長 氏
務理事 日 則 氏

第 部では、賃貸住宅管理業者 制度の について講 して頂き、第 部では、賃料
者の問題、相 ト 、高 者 の不動産賃貸など賃貸管理業務のうえで、 す

る問題について、 例や問題 の などを説明して頂くと に、 後、管理業
者として き っていくにはどういったことを す きかについて、 く って頂きま
した。参加されている会員の方 も に を けていました。

の基 調査結 の について
に する基 調査結 は、広 ー ー 広 にある ー

しま の ・ にて 認く さい（基 調査結 について、 意に
事実を告 ず、または不実のことを告 る行 は、宅 建物取引業 第 条第 項に違反する場合がありますの
で、 注意く さい）。 しくは の を く さい。

開催日

参 加 者

コメント

（一社） 宅管理広 支部からのお らせ

（広 ト ー でさがす 建 ・ 指定 担当
ー しま 等）

 

研修会の 子 

講 している 一社 宅管理 会長 
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支部 研修会を開催しました
期 日： 令和 年 月 日（ ）
開 催 場 所： 広 不動産会 研修 ー
参 加 者： 名

回の研修会では、 の を講師に、令和 年
月より施行される を ー に行いました。 には、

の でも不動産取引にかかわると われる部分として、
等の 、 回 、 証契約、賃貸借、新しい制度

となる 者 住 などについて、令和 年 月まで 用される
行 との も まえながら、条 の や に則した

しい説明がなされ、実務上参考になる研修会でした。
研修会に参加された方も に 講していました。（執筆者： 支部広報育成委員会 委員長 一）

支部 研修会を開催しました
期 日： 令和 年 月 日（水）
開 催 場 所： メ パ 広
参 加 者： 名

リン 後の不動産 場の 方～ 部より 方
が に～ という題で、 行 で、
水 代 の水 に リン 後の不動産の動
、景気の動 について 間にわたり講 して頂きました。
回は、 い くの 支部会員の方 に 参加頂いて、主催

者からお礼を し上 ます。
講 の は、不動産の動 や景気の動 にも、広 の 性、 動 、 などについても取り上

られ、 意 な でした。
これからも会員の 事に に立つ 支部研修会 を開催したいと いますので、 参加頂けれ と ます。

（執筆者： 支部広報育成委員会 委員長 山 則）

コメント

コメント
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コメント

コメント

無料相談員・巡回指導委員研修会を開催しました
福山支部 期 日： 令和 年 月 日（月）

開 催 場 所： 宅建協会福山支部会議室
参 加 者： 名

無料相談員並びに宅建業の免許更新の際、実施している要件
調査、巡回指導員の研修会を実施しました。無料相談員研修に
おいては無料相談会での相談員の回答を精査する無料相談検証
会でまとめられた注意点をもとに宮脇委員長より説明が行われ
ました。また、要件調査、巡回指導員研修については協会本部
事業部の上福浦澄子氏に講師をお願いし、宅建業に従事する従
業者の範囲や事務所の独立性等について説明をして頂きました。
（執筆者：福山支部広報育成会 委員長 山本 寛太郎）

【Ｑ】賃貸住宅の契約者に対する景品提供
当社は賃貸住宅の媒介を主たる業務としております。販促手段として、賃貸住宅の契約者に、

１１月分の家賃を無料にする（フリーレント）
２一定額までの引越し費用の負担
３エアコンの新設

のうち、いずれか 点を選択できるという企画を採用したいと考えていますが、景品規約上何か
問題はないでしょうか。

【Ａ】
景品規約施行規則第 条第 項では、値引と認められないものとして、①不動産の代金等を減額し、又は割り戻

す場合であっても、その金銭の使途を制限すること、②景品類と不動産の代金等の減額等とを相手方に選択させる
など、景品類の提供と一連の企画に基づいて代金等の減額等をすること、③電気料、水道料又はガス料等を一定期
間にわたって負担すること等を例示しています。
お尋ねの場合は②に該当し、景品類の提供として取り扱われます。
賃貸物件については、提供できる景品の上限額は、媒介の場合は媒介報酬限度額の パーセント又は 万円

のいずれか低い額まで、貸主及び代理の場合は、礼金、当月分の家賃・前家賃、管理費等、当該賃貸借契約を締結
するために必要な費用の額（敷金等、賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く。）の パーセント又は 万
円のいずれか低い額までと定められています。
したがって、貴社の場合は媒介をするわけですから、提供できる景品類の最高限度額は、媒介報酬限度額（税

込）の パーセントとなり、お尋ねの企画案では提供される景品類の価額がこの限度額を超えていますので、景
品規約に違反することになります。

コメント

不動産広告Ｑ＆Ａ

不動産広告の相談事例Ｐ ～Ｐ より引用
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地・ 引の判例
賃貸借契約の成立

 

 

の一 について、貸主との間で
賃貸借契約書に記 をした借主が、貸
の入居日は決まっておらず鍵の引渡を受けて
いないことから未だ契約は成立していないと
して、貸主に支払った契約 金の返還を求め
た事案において、借主の主張はいずれも契約
成立要件にあたらないとしてその請求を棄却
した事例 東京地 平成 年 月 日判決
棄却 ト ー・ パ ）

事 の
平成 年 月 日 借主Ｘ ・原 は、

の一 （本物件）を業者の仲介に
より、貸主Ｙ（事業主法 ・ ）との間で、
賃貸借契約（本契約）を取り交わした。

本契約の 要
・賃料 月額 円、 理費月額 円、
敷金 円、礼金 円

・期間 平成 年 月 日（入居 日）か
ら平成 年 月 日まで

・契約解除 借主は２か月前の書 通 、も
しくは２か月分の賃料 当額を貸主に支払
うことによって契約を解除できる。ただし、
契約開始日より平成 年 月末日までは解
約ができないが、借主 合により を得
ず解約する場合は、貸主に違約金として賃
料の か月分 当額を支払う。

・敷金償却 借主が毎年２月 日から３月
日までの間以外の期間に退去した場合、敷
金 万円を償却する。
Ｘは、本件契約書の取り交わしに 立ち、
本契約締結において必要となる費用等として、
敷金・礼金 円、 月分の日 家賃

円、 自動引落手数料 か月分 円、

事務手数料 円、アパート保険の保険料
（ 年分） 円、鍵交換費用 円及び
仲介手数料 円の計 円を の

り んだ。
しかしＸは、平成 年７月 日付で、Ｙに

対し「平成 年 月 日から始まる契約を
ルとする。」として、Ｘが支払 の金

員より 円を除く 円の返金を受け
る旨記 した「解約合意書」を送付した。Ｙ
は、同月 日に同書 を受け取ったが、これ
に なかった。
その後Ｘは、「①アパート保険の契約が未

締結であったこと、②入居日が決まっていな
かったこと、③鍵を受け取っていなかったこ
と、④本件建物の掃除・リフォームがされて
いなかったこと」を根拠に本契約が成立して
いないと主張して、Ｙに対して 円の
支払を求める本件 を提 した。

判 の
判 は、 の通り判示し、Ｘの請求を棄

却した。なお、Ｘは を っている。
と は、平成 年 月 日に、 が本件

建物をＹに 居として 用さ ることを約
し、 がこれに対して月額 円の賃料を
支払うことを約することを とする本件契
約書に記 は 及び をしてこれを取
り交わしているのであって、その旨合意して
いたことが明らかであるから、本契約は、そ
の時点において成立したと認められる。また、
Ｘは、Ｙに てて同年７月 日付で「解約合
意書」を送付しておりＸ自 も、本契約が成
立していると認 していたものと考えられる。
この点について、Ｘは、「①アパート保険

の契約が未締結であったこと、②入居日が決
まっていなかったこと、③鍵を受け取ってい
なかったこと、④本件建物の掃除・リフォー
ムがされていなかったこと」を根拠として本
契約が成立していないと主張するが、いずれ
の点も賃貸借契約の成立要件には当たらない
ことが明らかであって、これらの事実が本契
約の条件とされていた旨の主張・立証もない
から、主張自体失当である。
もっとも、上記「合意解約書」は、Ｘにお

いて本契約を爾後解消したい旨を表明したも
のといえ、これをＹに送付することにより本
件契約を解約する旨の意思表示をしたものと
認められるから、本件契約は同解約の意思表
示により解除されて終了したとみるほかない
が、こうした法律関係を前提としても、Ｙに
は解除に伴う原状回復として、Ｘに対して返
還すべき金員が存在すると考えられる。
Ｘが、Ｙに対して本契約を締結するに際し

て支払った金員のうち、①敷金 円及び
家賃 円については本件建物の引渡しが
されていないため、②諸経費の中の自動引落
手数料 円については引落が開始されて
いないため、③アパート保険の保険料
円については保険に未加入のため、④鍵交換
費用 円については鍵が引き渡されてい
ないため、Ｙは、これらの計 円をＸに
対して不当利得として返還する必要がある。
しかしながら、礼金 円、事務手数料

円及び仲介手数料 円については、
契約成立に伴い発生するものであって、いっ
たん契約が成立している以上、Ｙは返還する
ことを要しない。
他方で、本契約は、Ｘの平成 年７月 日

の解除によって終了したのであり、 は、①
本契約即時解約の違約金 円、②平成

年 月末日を待たずに解約したことに係る
違約金 円、③毎年２月 日から３月
日までの間以外の期間に退去したことによる
敷金の償却分５万円、の計 円を に
支払わなければならない。
すると、ＸのＹに対する不当利得返還請求

権は全て消滅していることから、ＸのＹに対
する請求には理由がなく、これを棄却する。

まとめ
一般に賃貸借契約は、諾成契約であるとし

ながらも、当事者間に特別な関係がある場合
を除き、通常賃貸借契約書が作成され、これ
をもって両当事者の意思が確定的となり、そ
の時点で契約が成立したものと認められる
東京地判平 ・ ７ ・ 。このた
め、建物賃貸借契約が成立した後の契約解除
は、借主の入居日到来前であっても、入居の
有無に関係なく契約の約定により処理される
こととなる。
ただし、本件事案においては、入居前に伴

う解約時精算項目として、敷金・家賃（引渡
未実施 ・月額引落手数料（引落未実施）・ア
パート保険の保険料 未加入 ・鍵交換費用 鍵
引渡未実施）等は、借主に返還される金員で
あると判断されている。

入居前の契約解除トラブル時において貸
主、借主及び仲介業者における解約時精算事
例として、本件事案は参考になるものと思わ
れる。

契約書に署名押印したが鍵の引渡しを受けていないこと等を
もって賃貸借契約が成立していないとした借主の主張が棄却
された事例（東京地判 平成 年４月 日 ウエストロー・ジャパン）
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広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 月号 

  

会員の 介 の 保 社 保 しサ ートしま  

介 りまし 介 支 しま  

メ リ ッ ト  

 

代理店 不  

資 不 りま  

資 更新の 不  

 

保 の 不  
保 の ニ イ 和 保のカスタ ー ンター 保 内・  

の 安  

 

事務 し 
保 の 集 の 内  

ス イミー 介 P しま  

 

対 物 件 数 料  

・ 住宅物  

（一戸建・ ン ン） 

・ 人  

 新 住宅

し りま  

・ の 保

（地 保 ） し

支 しま  

 ス イミー

作  

・ 保 代理店

会員 不  

・ 保 商品の ・ ・内

保 集

行 一  

 

の に いする と スマイミーとの「 ー ス」に いて 

 保 代理店 介 の取り  

 の  

 ートの作  

 事項証 の 資 の  

ス イミーの 物 の 作 動 サービス

介 ま  

 

 

 

 

 

 

ニ イ 和 保  保 介スキーム   

を リッ  

しくは下記「 ートページ」

をご参照ください。 

 

に い く だ さ い 。  

 
（ ート ン ー） 

１  

１  

い  

広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 月号 

 

 

 

 

2020 年 1 月のスマイミーリニューアルに続き、検索メニューが追加されました。各検索メニューは、

スマートフォンにも対応しています。 

検索メニュー 内容 

沿線検索 リニューアル ※沿線・駅名より検索 

通勤・通学検索 新規追加   ※目的駅（最大 3駅）対応 

学生向け物件 リニューアル ※賃貸居住用＋賃料 6万円以下 

ペット可物件検索 新規追加   ※賃貸居住用 

高齢者可物件検索 新規追加   ※賃貸居住用 

 

各検索メニューに対応するためには、下記の物件登録方法をご参照ください。ペット可・高齢者可

物件検索は、物件登録画面の「設備・条件」ページで該当箇所を選択してください。 

通勤・通学時間の物件登録方法・・・交通１の駅名と徒歩分数を入力 

 

 

 

 

 

学生向け物件の物件登録方法・・・大学を選択 

 

 

 

 

 

 

FAX 会員 日 P 会員 日  発 日 

備後版【住まいの情報】6 月号 2020/4/13 2020/4/14 2020/5/8 

備後版【住まいの情報】7 月号 2020/5/25 2020/5/26 2020/6/12 

備後版【住まいの情報】8 月号 2020/6/22 2020/6/23 2020/7/10 

P 会員 日の 15 ま りま  

  （住ま の ）・・・・・・・データ （株）  TEL：084－926－1246 

 の の 内  

ス イミー  サイト ニューアル ニュー追加の  

各
種
サ
イ
ト
と
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
実
施
中
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全宅住宅 ーン(株) フラ ト 35 の 不動産 ス ム ス イミー 動し 行 り

ま り 介 （ ） 介者 支

ま し 全宅住宅 ーン株 会社 中国支店（TEL：082-545-2721）ま  

 

（ 物 動 サービス ク ク） 

フォーム 事項 力し 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信 力 の ート ージ 発信 しま  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全宅住宅 ーン（フラ ト 35）  

登録物件の情報（ 年数 面 ）が されます

ので、 目をご入力ください。 

後、ご いただいた 時に

住 ーンの 当者 ご をさ て きます。

お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位
入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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2020 年 1 月のスマイミーリニューアルに続き、検索メニューが追加されました。各検索メニューは、

スマートフォンにも対応しています。 

検索メニュー 内容 

沿線検索 リニューアル ※沿線・駅名より検索 

通勤・通学検索 新規追加   ※目的駅（最大 3駅）対応 

学生向け物件 リニューアル ※賃貸居住用＋賃料 6万円以下 

ペット可物件検索 新規追加   ※賃貸居住用 

高齢者可物件検索 新規追加   ※賃貸居住用 

 

各検索メニューに対応するためには、下記の物件登録方法をご参照ください。ペット可・高齢者可

物件検索は、物件登録画面の「設備・条件」ページで該当箇所を選択してください。 

通勤・通学時間の物件登録方法・・・交通１の駅名と徒歩分数を入力 

 

 

 

 

 

学生向け物件の物件登録方法・・・大学を選択 

 

 

 

 

 

 

FAX 会員 日 P 会員 日  発 日 

備後版【住まいの情報】6 月号 2020/4/13 2020/4/14 2020/5/8 

備後版【住まいの情報】7 月号 2020/5/25 2020/5/26 2020/6/12 

備後版【住まいの情報】8 月号 2020/6/22 2020/6/23 2020/7/10 

P 会員 日の 15 ま りま  

  （住ま の ）・・・・・・・データ （株）  TEL：084－926－1246 

 の の 内  

ス イミー  サイト ニューアル ニュー追加の  
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